
発行/愛知県医療勤務環境改善支援センター
　　 （受託：公益社団法人 愛知県医師会）

第39号 2024.SEPT

　「医師は全業種の中で最も長時間労働の実態にある」ことを踏まえ、医師の働き
方改革を進め、医師の健康を確保し地域における安全で質の高い医療を提供するた
め、2019年度税制改正において、医師・医療従事者の勤務時間短縮に資する一定
の設備について、特別償却ができることになりました。
　特別償却とは、対象設備取得の初年度に普通償却費（定率・定額）に加え特別償
却費を追加で償却できる制度であり、この特別償却割合を前倒しして減価償却費と
して計上できるというものです。
注：�この制度は2019年 4月 1日～2025年 3月31日までに所定の手続きをして供用を開
始したものに適用となりますので、対象設備は未供用のものとなります。

参考：愛知県医療勤務環境改善支援センターホームページ
　　　https://aichi-medsc.or.jp/post-801/

【対象設備】�医療機関が、都道府県に設置された医療勤務環境改善支援センターの助言の
下に作成した医師等勤務時間短縮計画に基づき取得した器具・備品（医療用
機器を含む）、ソフトウェアのうち一定の規模（30万円以上）のもの（未使用
に限る）

【特別償却割合】取得価格の15％

普通償却 ×

＋

（9月から 12月まで）＝4カ月
12カ月

特別償却（購入価額の 15％が加算）

定率法を前提とした特別償却のイメージ図
将来の減価償却費を先取り

取得年度
※購入月により普通減価償却額の計算が変わりますが、特別償却
　は購入月に関わらず 15％償却することができます。 2年目 3年目 4年目 5年目

特別
償却費

普通
償却費上記を初年度に前倒しで計上

普通償却 ×

＋

（9月から 12月まで）＝4カ月
12カ月

特別償却（購入価額の 15％が加算）

定率法を前提とした特別償却のイメージ図
将来の減価償却費を先取り

取得年度
※購入月により普通減価償却額の計算が変わりますが、特別償却
　は購入月に関わらず 15％償却することができます。 2年目 3年目 4年目 5年目

特別
償却費

普通
償却費上記を初年度に前倒しで計上

�類型 1 �　�労働時間管理の省力化・充実に資する勤務時間短縮用設備等
〇�勤怠管理を行うための設備等（ICカード、タイムカード、勤怠管理ソフトウェア等、客観的に医師の在院時間等の管理が行えるもの）
〇�勤務シフトの作成を行うための設備等（勤務シフト作成支援ソフト等、医療従事者の効率的な配置管理が行えるもの）
�類型 2 �　医師の行う作業の省力化に資する勤務時間短縮用設備等
〇�書類作成時間の削減のための設備等（AIによる音声認識ソフトウェア、それら周辺機器など、医師が記載（入力）する内容のテキスト文書入
力が行えるもの）
〇�救急医療に対応する設備等（画像診断装置（CT）など、救命救急センター等救急医療現場において短時間で正確な診断を行うためのもの）
〇�バイタルデータの把握のための設備等（ベッドサイドモニター、患者モニターなど、呼吸回数や血圧値、心電図等の病態の変化を数日間のト
レンドで把握するためのもの）
�類型 3 �　医師の診療行為を補助又は代行する勤務時間短縮用設備等
〇�医師の診療を補助する設備等（手術支援ロボット手術ユニット、コンピュータ診断支援装置、画像診断装置等、在宅診療用小型診断装置など、
医師の診療行為の一部を補助又は代行するもの）
�類型 4 �　遠隔医療を可能とする勤務時間短縮用設備等
〇�医師が遠隔で診断するために必要な設備等（遠隔診療システム、遠隔画像診断迅速病理検査システム、医療画像情報システム、見守り支援シ
ステムなど、医師が遠隔で診断することに資するもの）
�類型 5 �　チーム医療の推進等に資する勤務時間短縮用設備等
〇�医師以外の医療従事者の業務量の削減に資する設備等（院内搬送用ロボット、患者の離床センサーなど、医師以外の医療従事者の業務を補助
するもの）
〇�予診のための設備等（通信機能付きバイタルサイン測定機器やタブレット等を活用したシステムなどにより予診を行うもの）

医師及び医療従事者の働き方改革の推進に係る特別償却制度について（医療機器）
（所得税、法人税）

医療法人等
医療機関
③供用開始 ①計画書作成 医療労務管理アドバイザー

医業経営アドバイザー
確認

確認

※委託の場合は、勤改センター長
　（責任者）も確認

都道府県庁
医療勤務担当課室長

による確認

医療勤務環境改善支援センター

②計画の助言（計画書返却）

④設備供用 6ヶ月後に計画書
のフォローアップ提出

法人を
所轄する
税務署青色申告書提出

特別償却の場合、
計画書添付

器具及び備品並びに
ソフトウェア

器具及び備品並びに
ソフトウェア
類型 1～ 5
（下記参照）

例 個人もしくは12月決算の法人が 9月に導入した場合

 医師及びその他の医療従事者の労働時間短縮に資する機器等

（受託：公益社団法人愛知県医師会）

令和 6年度「働き方改革推進支援助成金｣
業種別課題対応コース（病院等）のご案内

　令和 6年 4月 1日に、医業に従事する医師にも、時間外労働の上限規制が適用されました。
　このコースは、生産性を向上させ、労働時間の削減や勤務間インターバル制度の導入、医師の働き方改革の推進等に向け
た環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。ぜひご活用ください。

課題別にみる助成金の活用事例

ご利用の流れ

生産性の向上を図ることで、働きやすい職場づくりが可能に!!

X線検査に関する業務を効率化し、
労働時間を削減したい！

内視鏡の洗浄作業を効率化し、
労働時間を削減したい！

デジタル画像診断システムを導入 内視鏡自動洗浄機を導入

検査の準備や、フィルムの運搬・保管に要する
時間が削減されたことにより、労働時間が削減
された。

新人でも 1人で作業が可能になったことや、洗
浄に要する時間が削減されたことにより、労働
時間が削減された。

企業の課題

助成金
による取組

改善の結果

「交付申請書」を、愛知労働
局雇用環境・均等部企画課
に提出
（締切：11月29日（金））

交付決定後、提出した計画
に沿って取組を実施
（事業実施は、令和 7年 1月
31日（金）まで）

労働局に支給申請
（申請期限は、事業実施予定期間が終了
した日から起算して30日後の日または
令和 7年 2月 7日（金）のいずれか早
い日となります。）

（注意）本助成金は国の予算額に制約されるため、11月29日以前に、予告なく受付を締め切る場合があります。
ご不明な点やご質問がございましたら、愛知労働局　雇用環境・均等部　企画課（TEL 052-857-0313）にお尋ねください。

●��申請書の記載例を掲載している「申請マニュアル」や�
「申請様式」は、こちらからダウンロードできます。

●�電子申請システムによる申請も可能です。
　�詳しくはこちら
　�（https://www.jgrants-portal.go.jp/）



：現行の努力義務：見直し：現行の権利・措置義務

※始業時刻の変更等：フレックスタイム制、時差出勤、保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与

育児休業、又はそれに準ずる措置

出生 １歳 ３歳 就学２歳

育児休業

短時間勤務制度
○1日６時間とする措置。
（※）様々なニーズに対応するため、1日６時間を
　　必置とした上で、他の勤務時間も併せて設定
　　することを促す。（指針）

○労使協定により、短時間勤務が困難な業務に従事
　する労働者を適用除外とする場合の代替措置
・育児休業に関する制度に準じる措置
・始業時刻の変更等（※）

所定外労働の制限（残業免除）

時間外労働の制限（残業制限）（24時間 /月、150時間 /年を超える時間外労働を禁止）、深夜業の制限

柔軟な働き方を実現するための措置
○事業主は、
・始業時刻等の変更
・テレワーク等（10日/月）
・保育施設の設置運営等
・新たな休暇の付与（10日/年）
・短時間勤務制度
の中から２つ以上の制度を選択して措置する義務。
労働者はその中から１つ選べる。

※テレワーク等と新たな休暇は、原則時間単位で取得可
※措置の際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける
※３歳になるまでの適切な時期に面談等
※心身の健康に配慮（テレワークでの労働時間の適切な把握等）（指針）

所定外労働の制限（残業免除）の延長

子の看護休暇 就学以降に延長
（小学校３年生まで）

取得事由の拡大（感染症に伴う学級閉鎖等、入園（入学）式及び卒園式を追加）、
「子の看護等休暇」に名称変更、勤続６か月未満の労働者の労使協定除外の仕組みの廃止

フルタイムでの
柔軟な働き方

育児目的休暇 育児目的休暇

テレワークを追加

出生時育児休業
（産後パパ育休）

始業時刻の変更等（※）
テレワーク（努力義務）

（ 1）子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充

改正の趣旨
■��子の年齢に応じてフルタイムで残業をしない働き方やフルタイムで柔軟な働き方を希望する割合が高く
なっていくこと（女性・正社員）などから、男女とも希望に応じて仕事・キャリア形成と育児を両立でき
るようにしていく必要がある。

 見直し内容

1  子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充

個別の意向の聴取の時期
①、②の時期のほか、
・育児休業後に就業を開始する際
・労働者から申出があった際
等に、個別の意向を確認すること
が望ましいこととする（指針）

定期的な面談
・妊娠・出産等の申出時
・「柔軟な働き方を実現するための措置」
　に係る面談等
・育児休業からの復職時
・短時間勤務制度や「柔軟な働き方を
実現するための措置」の利用期間中
などの機を捉え、定期的な面談を行う
ことが望ましいこととする（指針）

出生 ３歳 就学労働者からの妊娠・出産等の申出

育児休業制度の個別周知・意向確認

［時期］
　本人又は配偶者が妊娠・出産等を申し出たとき

［個別周知と意向確認］
・事業主は、労働者に対して育児休業制度等の周
　知と育児休業・産後パパ育休の取得意向を確認す
　るために面談等の措置を講じなければならない

「柔軟な働き方を実現するための措置」の
個別周知・意向確認

［時期］
　３歳になるまでの適切な時期
　（加えて、最初の利用時以降にも定期的な面談等
　を実施することが望ましい（指針））

［個別周知と意向確認］
・事業主は、労働者に対して制度等の周知と利用
　の意向を確認するために面談等の措置を講じな
　ければならない

個別の意向の聴取と配慮
［個別の意向の聴取］
・子や家庭の状況により、両立が困難となる場合
　もあるため、労働者の離職を防ぐ観点から、意向
　（勤務時間帯や勤務地、両立支援制度の利用期間
　の希望等）を確認しなければならない
［意向の配慮］
・意向を確認したあとは、自社の状況に応じ、事業
　主はその意向に配慮をしなければならない。
例：配置、業務量の調整、両立支援制度の利用
　　期間等の見直し、労働条件の見直しなど

３歳になるまでの適切な時期

個別の意向の聴取と配慮
［個別の意向の聴取］
（同左）

［意向の配慮］
（同左）

① ②

：現行の措置義務

：見直し

さらに望ましい対応として、
・子に障害がある場合等で希望するときは、短時間勤務制度や子の看護等休暇等の利用可能期間を延長すること
・ひとり親家庭の場合で希望するときは、子の看護等休暇等の付与日数に配慮すること　　　等を示す（指針）

育児・介護休業法、
次世代育成支援対策推進法の改正ポイント！

（公布日：令和 6年 5月31日）

（ 2）労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮等の新設

改正の趣旨
■��労働者の仕事と育児の両立支援のニーズに対応するためには、「柔軟な働き方を実現するための措置」の
制度等の周知とその利用の意向を確認するとともに、子や各家庭の状況に応じた個別の意向に配慮する必
要がある。

 見直し内容

　以下が改正内容のポイントとなりますが、詳細は今後省令等で定められます。（注：施行期日は令和 7年 4月 1日ですが、
一部、公布日、公布日の日から起算して 1年 6月以内において政令で定める日とされています。）
※出典：厚生労働省
　https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001258944.pdf　
お問い合わせ先
　愛知労働局　雇用環境・均等部　指導課　TEL：052-857-0312

改正の趣旨
■��現在の少子化の進行等の状況や「男女とも仕事と子育てを両立できる職場」を目指す観点から、次世代育
成支援対策推進法を延長するとともにその実効性をより高め、男性の育児休業取得等をはじめとした仕事
と育児の両立支援に関する事業主の取組を一層促す必要がある。

見直し内容 次世代育成支援対策推進法〔令和 7年 3月末までの時限立法（平成17年 4月から10年間の時限立法。その後10年間延長。）➡令和17年 3月末まで10年間延長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 〕
国 行動計画策定指針（第 7 条） 市町村・都道府県 地方公共団体行動計画の策定（任意）

2  育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化

3  介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等

①企業等（一般事業主）：行動計画の策定、認定制度

自主的な
行動計画の策定

都道府県労働局への届出・
事業主による公表、実施

計画終了・
目標達成

厚生労働大臣による
認定

基準を満たした場合

■PDCAサイクルの確立
育児休業取得状況や労働時間の状況を把握し、改善すべき事情を
分析した上で、分析結果を勘案して新たな行動計画を策定又は変更

■計画の仕組みを見直し、数値目標（育児休業の取得状況、労働時間の状況）の設定を義務付け
※男性の育児休業等取得率、フルタイム労働者の各月の時間外・休日労働時間

常時雇用労働者 100人超　：義務
常時雇用労働者 100人以下：努力義務

■育児休業取得率の基準を引上げ
■時間外労働の基準の引上げ（育児世代に注目した
　基準も追加）
■男性の育児休業取得期間の延伸のための基準を追加

認定基準（省令事項）の見直し

※こども家庭庁等が所管②国・地方公共団体の機関（特定事業主）

行動計画に盛り込むことが望ましい事項として、例えば以下のような内容を示す（指針）
・両立支援制度利用時の業務の分担や業務の代替要員確保に関する企業の方針
・育休後に復帰するポジションに関する納得感の向上に向けた取組に関すること
・育児休業取得者や短時間勤務制度利用者、その周囲の労働者に対するマネジメントや評価に関すること
・育児に必要な時間帯や勤務地に対する配慮に関すること
・育児中の労働者や育休中の労働者の業務を代替する労働者の心身の健康への配慮（勤務間インターバルの確保に関することを含む）等

：見直し：現行の措置義務

300人超の事業主に拡大
■男性の育児休業取得率の公表義務（育児・介護休業法）
　　常時雇用労働者 1,000 人超：義務

常時介護を必要とする状態 介護終了

所定外労働の免除（残業免除）

時間外労働の制限（残業制限）・深夜業の制限

選択的措置義務

介護休業① 介護休業③介護休業②介護休業

選択的
措置義務

所定外労働
の免除

介護休暇

時間外労働・
深夜業の制限

（3時間）（1日） （5時間） （1日） （1日）

介
護
休
暇

要介護状態にある対象家族について、介護の体制を構築（※）して働きながら対応
できるようにするために一定期間休業するもの。
※介護サービスの手続き等も含まれる
対象家族１人につき、通算 93 日、３回まで分割可能。

事業主は利用開始から３年以上の期間内で２回以上、短時間勤務・フレックスタイム・
時差出勤・費用助成 *のいずれかを利用できる措置を講ずる義務（*費用助成は１回
（一括払い）にすることが可能）。

介護終了まで何回でも請求可能。

要介護状態にある対象家族の介護・世話（※）をするための休暇。
※通院の付き添い、ケアマネジャーとの打ち合わせ等
介護終了まで年間５日（対象家族が２人以上の場合は 10日）、時間単位で取得可能。

時間外労働の制限…１か月 24時間、１年 150時間を超える時間外労働を制限する制度
深夜業…午後 10時～午前 5時までの就業
介護終了まで何回でも請求可能。

介
護
休
暇

介
護
休
暇

介
護
休
暇

介
護
休
暇

■事業主に以下の措置義務。
　・介護に直面した労働者が申出をした場合に、両立支援制度等に関する情報の個別周知・意向確認
　・介護に直面する前の早い段階（40 歳等）の両立支援制度等に関する情報提供 ※併せて介護保険制度についての周知も望ましい（指針）
　・研修や相談窓口の設置等の雇用環境の整備
　　※介護休業制度の目的（介護の体制を構築するために一定期間休業するもの）の理解促進を図る観点から、事業主による個別周知等を行う際には、その制度目的を踏まえることが望ましい（指針）。
■介護期の働き方について、労働者がテレワークを選択できるよう事業主に努力義務。
■介護休暇の勤続６か月未満の労働者の労使協定除外の仕組みは廃止する。

：見直し：現行の権利・措置義務

 　事業主　　

改正の趣旨
■��仕事と介護の両立支援制度を十分活用できないまま介護離職に至ることを防止するため、仕事と介護の両
立支援制度の個別周知と意向確認により効果的な周知が図られるとともに、両立支援制度を利用しやすい
雇用環境の整備を行うことが必要である。

 見直し内容


